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令和６年能登半島地震への対応
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住家被害
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830棟91,510棟21,748棟21,004棟25棟282棟13,849棟2,152棟1,108棟8,110棟155,095棟一部
破損

－6棟－－734棟421棟－3,164棟1,540棟－114棟床上
浸水

－5棟－14棟3,291棟2,090棟－5,835棟5,480棟－156棟床下
浸水

指定－指定－指定指定
特定非常災害の被害者の権
利利益の保全等を図るため
の特別措置に関する法律※

本激本激本激本激本激本激激甚法の適用状況

－〇－－－－－－－－○基金設置

※ 「著しく異常かつ激甚な非常災害」（以下の事項等の諸要因を総合的に勘案）が発生した場合に指定。
➀死者・行方不明者、負傷者、避難者等の多数発生、➁住宅倒壊等の多数発生、➂交通やライフラインの広範囲にわたる途絶、➃地域全体の日常業務や業務環境の破壊

過去の災害との比較 令和7年10月15日 現在
（出典：消防庁被害報等）
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災害に対する主な地方財政措置

・補助災害復旧事業（充当率：100％ 交付税措置：95％）

公共土木施設等の国庫負担事業等に伴う地方負担に対する措置
※激甚災害に指定された場合は、被害の状況に応じて国庫補助率がかさ上げ

○災害時の財政需要に対する包括的な措置（特別交付税）

・小災害復旧事業 （充当率：100％ 交付税措置：66.5～95％）

激甚災害の被災団体が行う補助災害復旧事業対象外の小規模事業に対する措置

・災害復旧事業費に基づく算定（特別交付税） （災害復旧事業費） ×0.015(県分）,×0.03（市町村分）

・り災世帯数等に基づく算定（特別交付税） （り災世帯数、全壊・半壊・床上・床下浸水家屋戸数、
農作物被害面積、死者・行方不明者数等） × 単価

○災害時の個別の財政需要に対する地方財政措置（特別交付税）

○施設の復旧に係る地方財政措置（地方債＋交付税）

・単独災害復旧事業（充当率：100％ 交付税措置：47.5～85.5％）

補助災害復旧事業対象外の公共施設等の復旧事業に対する措置

・災害等廃棄物処理（地方負担額×0.8）

環境省の国庫補助事業に伴う地方負担に対して措置＜市町村分のみ＞

・応援経費（応援・被災者受入れ経費×0.8）

職員の応援（地方自治法に基づかない公務出張等によるもの）や、被災者受入れ等の経費に対して措置

・中長期派遣職員の受入れ（受入れ経費×0.8）
地方自治法の規定による中長期派遣職員の受入れ経費に対して措置

・災害救助費（地方負担額（災害救助費×0.4が上限））

内閣府の国庫補助事業に伴う地方負担に対して措置

※充当率等は公共土木施設の場合

○当面の資金繰りを円滑にするための措置

・交付税の繰上げ交付 普通交付税、特別交付税について、定例の交付時期を繰り上げて交付
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令和６年能登半島地震に係る主な地方財政措置

地財措置事業概要事業名

・ 補助災害復旧事業債（100-95）（公共土木施設、直轄道路、河川など）
・ 補助災害復旧事業債（90-95）（農地・農業用施設）
・ 単独災害復旧事業債（100-47.5～85.5※）（漁業者共同利用施設、農業被災産地施設）

※ 標準財政収入額に占める元利償還金の割合に応じる

公共土木施設、直轄道路、
治山など

災害復旧事業

・ 地方公営企業災害復旧事業債（100-一般会計繰出の50％を特交）
・ 補助災害復旧事業債（100-95）（新設）

※ 単独事業の場合は、単独災害復旧事業債（100-47.5～85.5）

上下水道

＜補助事業＞ ※一部の港のふ頭用地が対象（通常は補助なし）

・ 地方負担の１／２に、補助災害復旧事業債（100-95）（新設）

・ 地方負担の１／２に、地方公営企業災害復旧事業債（100-0）

＜単独事業＞
・ 地方負担の１／２に、単独災害復旧事業債（100-47.5～85.5）（新設）

・ 地方負担の１／２に、地方公営企業災害復旧事業債（100-0）

港湾機能施設

地方公営企業災害復旧事業債（100-0）

工業用水道
国：県＝２：１
※激甚特例（通常4.5/10、
震度６以上の場合4/5）

〔予備費〕 太字：通常の措置の拡充や新たな措置の創設を行うもの
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令和６年能登半島地震に係る主な地方財政措置

地財措置事業概要事業名

補正予算債（100-80）（通常50）

再度の災害の防止を図るため、
災害要因を除去し、改良復旧
（砂防、地滑り、河川、港
湾、漁業施設用地など）

災害関連事業

・ 災害対策債（100-95）（通常80）

・ 災対債の発行要件を満たさない団体は特交（0.95）（新設）

→ 国費の追加措置と併せ、実質負担を事業費の２．５％以下に軽減（通常：実質負担４．３％）

がれきの処理
国：市町村＝１：１
※標準税収入に比べ、事業
費が過大な市町村に対し、
災害廃棄物処理基金による
追加措置

災害廃棄物
処理事業

（１）中小企業の被害が激甚災害の基準を超える県の事業者
（石川県（本激）・富山県（局激相当））

・ 災害対策債（100-95）
・ 災対債の発効要件を満たさない団体は特交（0.95）

（２）上記以外の災害救助法適用県の事業者 ※令和元年東日本台風で創設
（新潟県・福井県）

・ 特交（0.7）

中堅・中小・小規模事業
者等に対し、被災した建
物・設備の復旧を支援

【石川・富山】
国：県：事業者＝２：１：１

【福井・新潟】
国：県：事業者＝３：３：２

（通常補助及び措置なし）

なりわい
再建支援事業

〔予備費〕 太字：通常の措置の拡充や新たな措置の創設を行うもの
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令和６年能登半島地震に係る主な地方財政措置

地財措置事業概要事業名

特交（0.8）（新設）

高齢者等のいる世帯等の家財等・住宅再
建に対する支援のための給付
国：石川県＝４：１

地域福祉推進支援
臨時特例交付金

特交（0.8）（新設）

能登６市町の介護・障害福祉施設・事業
所における人材確保緊急支援
国：県＝９：１

福祉・介護サービス
提供体制緊急整備事業

特交（災害救助費×0.4）（地方負担額限度）
避難所、応急仮設住宅棟の災害救助
国：県＝1／2～9／10：1／2～1／10
（救助費の規模に応じて嵩上げ）

災害救助費等負担金

一般事業債（100-80）
（全都道府県による基金への追加拠出が必要となった場合）

家屋が全壊した世帯等に対する見舞金被災生活者再建支援金

特交（0.7）
農業用ハウス等の再建、撤去等
国：県：市町村：農家（共済）

＝３：1.5：1.5：４（地方負担は任意）

農地利用効率化等支援交付金
（被災農業者支援タイプ）

＜適債＞
補助災害復旧事業債（100-95）

＜非適債＞
特交（0.8）（新設）

漁船・漁具の復旧
国：県：事業者＝１：１：１

共同利用漁船等
復旧支援対策事業

補正予算債（充当率100％、交付税措置なし：隙間債）
（通常措置なし）

災害警備活動に要する燃料費を補助
国：県＝５：５

災害警備活動に要する
燃料費の補助

補正予算債（充当率100％、交付税措置なし：隙間債）
（通常措置なし）

生活福祉資金貸付の貸付対象を低所得世帯
等から被災世帯まで拡大し、貸付要件を緩和
国：県＝３：１

生活福祉資金貸付の
災害時特例措置

補正予算債（充当率100％、交付税措置なし：隙間債）
（通常措置なし）

被災した木材加工流通施設、特用林産振興
施設等の復旧・整備等に対する経費の助成
国：事業者＝１：１
（地方負担は任意）

被災木材加工流通
施設等復旧対策事業

〔予備費〕 太字：通常の措置の拡充や新たな措置の創設を行うもの
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令和６年能登半島地震に係る主な地方財政措置

〔既定予算・弾力条項（空港）〕

地財措置事業概要事業名

【公設】補助災害復旧事業債（100-95）
【民設】特交（0.8）（新設）

【公設】国：市町村＝２：１
【民設】国：市町村：三セク＝８：３：１
※いずれも通常は補助率１／２
※仮説住宅へのケーブル敷設や過去総務省予算で整備した

設備以外の復旧も補助対象

ケーブルテレビ

【市町村施工】補助災害復旧事業債（100-95）
【所有者施工】特交（0.8）（新設）

隣接住宅地も含めてエリア一体的な液状化対策を支援
【市町村施工】国：市町村＝１：１（通常１：３）

【所有者施工】国：市町村：所有者＝１：１：１
（通常１：１：２）

宅地液状化防止事業

補助災害復旧事業債（100-95）
能登空港の災害復旧
◆実施主体：国（通常は県が実施）

◆負担率：8／10
空港災害復旧事業

特交（0.8）

浄化槽（個人設置型）の災害復旧
国：市町村＝１：１
※通常１：２（補助率１／３）のところ、
能登６市町は１：１（補助率１／２）に嵩上げ

※市町村設置型は、国：市町村＝４：１

浄化槽（個人設置型）
の災害復旧

特交（0.8）（新設）

全国の地方団体からの応援職員やインフラ復旧工事
事業者等の宿泊場所を、石川県が一元的に確保・費
用負担する場合の費用への措置

支援者の宿泊対策

特交（0.8）全国の地方団体からの応援職員に係る経費への措置
応援派遣・

中長期派遣職員受入れ

地財措置事業概要事業名

復興基金等の活用が可能
創造的復興の加速を目的として、石川県が策定した
「石川県創造的復興プラン」に基づく事業
国：石川県＝２：１

能登創造的復興支援
交付金

〔予備費〕 太字：通常の措置の拡充や新たな措置の創設を行うもの
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能登創造的復興支援交付金の創設

【交付金のスキーム】
• 能登の創造的復興に必要となる施策に対して柔軟かつ機動的に対応できるよう、自由度の高い交付金を500億円措置。
• 通常１／２である補助率を特例的に引き上げ（原則２／３）。

能登の特色あるなりわい再建

二地域居住等の関係・交流人口の拡大支援

教育施設や医療施設などを中心とした街づくり

企業や研究機関の呼び込みに向けた環境整備 など

古民家の修繕を含む街並みの再生

地域コミュニティの再建

安全・安心な環境・地域づくり

被災自治体・事業者のデジタル改革

・ 創造的復興に向けた生活・事業の再建や、創造的復興の推進にかかる取組を支援

伝統的祭りの伝承を通じた地域コミュニティの再建や関係・交流人口の拡大 被災した古民家等への支援による能登の特色あるなりわいの再建

能登創造的復興支援交付金（500億円）
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令和６年能登半島地震からの復興に向けて、被災自治体が地域の実情に応じて、住民生活の安定、住宅再建支援、産業や
教育文化の振興等の様々な事業について、単年度予算の枠に縛られずに弾力的に対処できる資金として、復興基金を創設。

１ 復興基金への特別交付税措置（基金の規模）
復興基金は、東日本大震災及び熊本地震と同様、取崩し型基金。
復興基金の規模は、阪神・淡路大震災、東日本大震災の被災３県及び熊本地震における復興基金への措置と同様の考え方
（※）を基本としつつ、高齢化率が高く、財政力が低いという能登６市町の実情に鑑み加算を行い、５２０億円を特別交付税により措
置。

（※）阪神・淡路大震災の措置額をベースに、県及び被災市町の標準財政規模に比例する形で、規模を設定

２ 基金の使途・運用
基金を活用した事業の内容や事業期間は、石川県において自主的に判断。（例：液状化対策事業、宅内配管修繕事業、
住宅再建利子助成事業など）
基金規模の算定は、被災市町の財政需要を踏まえたものであり、また、被災市町の実情に基づく加算がなされていることを踏まえ、
きめ細かな事業を実施するという基金の趣旨からも、市町事業に十分に配慮したものとなるよう、石川県において市町と協議。

○ 液状化対策に係る単独事業（地方団体が行う所有者への補助）について、毎年度の算定の中で、特別交付税措置（措置
率０．８）を講じる。

＜石川県の復興基金の規模＞

石川県

５２０億円（※）

＜石川県の復興基金の創設＞

＜新潟県・富山県への特別交付税措置＞

これまでと同様の
考え方による算出額

３２０億円

今回の被災市町の
実情を踏まえた加算額

２００億円

＋

令和６年能登半島地震に係る復興基金の創設等について

（※）復興基金の総額は、上記の他、宝くじ収益金約19.8億円を加えた約540億円

令和６年５月３１日
令和６年能登半島地震復旧・
復興支援本部（第６回）資料
（宝くじ収益金を加筆）
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令和6年度の復興基金の執行状況
•「令和6年能登半島地震復興基金(539.8億円、R6年9月メニュー化)」は、国の支援制度の
隙間を埋め、被災者・被災事業者・地域の負担軽減のため、必要不可欠な事業に幅広く活用
① 基本メニューは、市町からの要望を踏まえ、被災市町共通の課題に対応
②市町枠配分は、各地域特有の課題に対応できるよう、市町の裁量で活用
③後年度課題対応分は、復興の進捗に合わせて新たに顕在化する財政需要に対応
・復旧・復興が本格化するにつれ、活用が伸びていくと見込まれる

【県】12事業
100億円程度

【市町】27事業
270億円程度

復興の進捗に
合わせて、
今後、顕在化
する財政需要

R6実績:4億円 R6実績:20億円

【一次配分(R6)】
50億円

【二次配分(R7)】
80億円

R6実績:8億円

③後年度課題
対応分
40億円程度

②市町枠配分
130億円

①基本メニュー（県・市町）
370億円程度

（R6実績:32億円）
内訳（県執行分4億円、市町執行分28億円）

(参考)熊本の実績(H28.12月メニュー化)
H28実績：5億円(県3億円、市町村2億円)
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